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規 則

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 岩 崎 恭 典

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 一 （ 第 九 条 関 係 ）
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教 育 職 員 免 許 状

授 与 等 申 請 書

（ 第 一 号 様 式 ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教 育 職 員 検 定 申

請 書 （ 第 二 号 様

式 ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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教 育 職 員 免 許 状

交 付 申 請 書 （ 第

三 号 様 式 ）

教 育 職 員 免 許 状

書 換 申 請 書 （ 第

四 号 様 式 ）

○

教 育 職 員 免 許 状

再 交 付 申 請 書

（ 第 五 号 様 式 ）

○

履 歴 書 （ 第 六 号

様 式 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宣 誓 書 （ 第 七 号

様 式 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人 物 に 関 す る 証

明 書 （ 第 八 号 様

式 ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実 務 に 関 す る 証

明 書 （ 第 九 号 様

式 ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実 務 に 関 す る 証

明 書 （ 第 九 号 様

式 の ２ ）

○ ○

身 体 に 関 す る 証

明 書 （ 第 十 号 様

式 ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技 術 に 関 す る 証

明 書 （ 第 十 一 号

様 式 ）

○ ○ ○ ○ ○

卒 業 （ 修 了 ） 証

書 の 写 （ 第 十 二

号 様 式 ） 又 は 卒

業 （ 修 了 ） 証 明

書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教 育 職 員 免 許 状

の 写 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単 位 修 得 一 覧 表

（ 第 十 四 号 様 式 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教 育 職 員 臨 時 免

許 状 申 請 理 由 書

（ 第 十 五 号 様 式 ）

○ ○ ○

教 育 職 員 免 許 状

再 交 付 申 請 理 由

書 （ 第 十 六 号 様

式 ）

○

学 士 又 は 学 位 の

証 明 書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教 員 資 格 認 定 試

験 合 格 証 書 の 写

又 は 合 格 証 明 書

○

看 護 師 又 は 保 健

師 の 免 許 証 の 写

（ 第 十 三 号 様 式 ）

○ ○ ○ ○

管 理 栄 養 士 免 許

証 の 写 （ 第 十 三

号 様 式 ）

○ ○ ○

栄 養 士 免 許 証 の

写 （ 第 十 三 号 様

式 ）

○ ○

指 定 保 育 士 養 成

施 設 を 卒 業 し て

い る こ と 又 は 保

育 士 試 験 に 合 格

し て い る こ と の

証 明 書

○ ○

教 育 職 員 免 許 状

の 原 本 ○

学 業 成 績 証 明 書 ○ ○

学 力 に 関 す る 証

明 書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技 術 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 明 書

○

情 報 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 明 書

○

福 祉 の 教 科 に 関

す る 講 習 の 修 了

証 書

○

別 表 第 一 備 考 第 六 号 表 中 「 附 則 第 三 十 一 項 及 び 第 三 十 二 項 」 を 「 附 則 第 三 十 八 項 及 び 第 三 十 九 項 」 に 改 め る 。
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第9号様式の2（規格Ａ4）

実務に関する証明書

名前
昭和・平成  年 月 日生

上記の者は、上記のとおり実務経験を有する者であることを証明します。

平成 年  月 日
所属長 職 名前 印

平成 年  月 日
実務証明責任者 印

親展

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

1 良好な成績で勤務した期間等
職名 勤務期間 実労働時間

年 月 日から 年 月 日まで 時間

年 月 日から 年 月 日まで 時間

年 月 日から 年 月 日まで 時間

上記期間のうち長期にわたって勤務しなかった期間（育児休業、休職、病気休暇及び産前・産後休暇等の
区分により記入すること。なお、該当がない場合は、斜線を引くか「該当なし」と記入すること。）

事由 勤務しなかった期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

2 施設の概要

施設名
（認定こども園の場合は、構成す
るそれぞれの施設の名称につい
て、すべて記載すること。）

認可等年月日
（認可外保育施設の場合は、設立
年月日を記入すること。）

昭和・平成 年  月  日

所在地

電話番号

第 九 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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お 知 ら せ

平成25年12月27日付け三重県公報第2560号に「一般競争入札を行う旨」が次のように掲載されました。

次のとおり総合評価一般競争入札を行いますので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成
7年三重県規則第84号）第5条の規定により公告します。

平成25年12月27日
三重県教育委員会教育長 山 口 千 代 己

1 入札に付する事項
⑴ 委託業務名

平成25年度～平成28年度 三重県総合教育センター清掃業務委託
⑵ 委託業務の特質等

委託業務に関し、三重県教育委員会教育長が入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有することが必要
です。
入札説明書（仕様書）は、三重県物件等電子調達システム（以下「電子調達システム」といいます。）内

の入札等情報公開システムから入手することができます。
⑶ 委託期間

平成26年3月3日（月）から平成29年3月31日（金）までとします。ただし、契約の履行期間は、平成26
年4月1日（火）から平成29年3月31日（金）までとします。

⑷ 委託業務履行場所
三重県津市大谷町12番地

⑸ 総合評価方式による一般競争入札
本入札は、物件関係における総合評価一般競争入札試行要領に基づき、入札時に、価格及び価格以外の要

素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式による一般競争入札です。
2 入札参加者及び落札者に必要な資格
⑴ 競争入札参加資格
ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 本店又は支店等で電子調達システム利用登録をしている登録事業者であること。

⑵ 落札資格
ア 三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。
イ 三重県物件関係落札資格停止要綱（以下「落札停止要綱」といいます。）により落札資格停止措置を受
けている期間中である者又は落札停止要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。

ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の2第1項第1号（又は
第8号）、第5号及び第7号に掲げる事業についての登録を受けていること。

オ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条に定める建築物環境衛生管理技術者を有し、当該
施設の専任技術者として選任すること。
カ 過去5年間に、事務所等の建築物で延べ面積3,000㎡以上の規模のものにおいて、清掃業務を通算3年
以上履行した実績（6月以上継続した清掃業務実績）があること。

3 入札に関する事項
本件入札は、書面により行いますが、本件入札に参加するためには、電子調達システムの利用登録が必要で

す。4⑴の申請書を提出するまでに6⑵に掲げる電子調達システム利用登録申請を担当する所属に電子調達シ
ステム利用登録申請を行い、登録確認を受けてください。
なお、利用登録申請における電子証明書（ＩＣカード）は不要とします。

4 入札者及び落札候補者に求められる義務
入札参加希望者は、⑴に掲げる書類を平成26年1月23日（木）12時までに6⑴に掲げる場所に提出してくだ

さい。
また、落札候補者にあっては、入札実施後に⑵から⑷までの書類を平成26年2月19日（水）17時までに提出

してください。
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なお、提出された証明書等について、説明等をお願いする場合があります。
⑴ 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第3条第1項に定める申請書
⑵ 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書（その3 未納税額のない証明用）｣（所管税務署が過去6 
月以内に発行したもの）の写し
⑶ 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の県税事務所が過去6 
月以内に発行したもの）の写し

⑷ 2⑵カを証明する書類（技術提案書において確認できる場合は不要です。）
5 技術提案書の作成について
⑴ 評価項目に関する調書及び技術提案書作成要領に基づき作成してください。
⑵ 提出部数は、2部（正本1部及び複写用の副本1部）とします。
⑶ 原稿サイズは、Ａ4を基本（Ａ4では収まらない場合は、Ａ3を認めます。）とし、両面使用によりペー
ジ数は概ね100ページまでとしてください。
また、フラットファイル等で製本してください。

⑷ 正本、副本共に表紙、目次及びペ－ジを付し、正本のみインデックスを付けてください。
⑸ 製本の編綴

てつ

順序は、評価基準表の評価項目順序のとおりとしてください。
⑹ 一旦提出された技術提案書への修正、追加等は一切受理しません。
⑺ 技術提案書提出時に配置予定として選任される建築物環境衛生管理技術者は、業務履行に際し、原則とし
て変更できません。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、発注者の
了解を得なければなりません。
⑻ 契約締結後に提出する作業実施計画表において、配置される業務関係者のうち次に掲げる業務関係者は、
技術提案書に記載された業務関係者の有資格者数を下回ることはできません。下回る場合は、不誠実な行為
とみなして契約解除するとともに、落札停止要綱に基づく資格（指名）停止を行うことがあります。
ア 建築物環境衛生管理技術者
イ ビルクリ－ニング技能士
ウ 清掃作業監督者

⑼ 契約締結後に提出する作業実施計画表において、配置予定清掃従業員の貴社での経験年数は、技術提案書
に記載された業務関係者の経験年数を下回ることはできません。下回る場合は、不誠実な行為とみなして契
約解除するとともに、落札停止要綱に基づく資格（指名）停止を行うことがあります。

6 入札手続等に関する事項
⑴ 入札・契約に関する事務を担当する所属

〒514－0007 三重県津市大谷町12番地（三重県総合教育センター）
三重県教育委員会事務局 研修企画・支援課研修総務班 担当 西前
電話 059－226－3513 ファクシミリ 059－226－3706

⑵ 電子調達システム利用登録申請を担当する所属
〒514－8570 三重県津市広明町13番地
三重県出納局会計支援課 企画支援班
電話 059－224－2785/2787 ファクシミリ 059－224－2784 

⑶ 契約条項を示す場所
⑴に同じです。

7 技術提案書聴取会の実施
⑴ 評価基準表及び評価項目に関する調書により技術提案書聴取会を行いますので、選任予定の建築物環境衛
生管理技術者の出席をお願いします。
日程は、平成26年2月12日（水）の予定です。なお、具体的な日程及び場所は後日連絡します。
技術提案書聴取会の所要時間は30分とし、説明は15分以内とします。
出席者は、選任予定の建築物環境衛生管理技術者を含めて3名以内とします。

⑵ 選任予定の建築物環境衛生管理技術者が技術提案書聴取会に出席できない場合は、評価基準表の聴取項目
の評価は0点とします。

⑶ 提出された技術提案書により全ての技術評価項目が0点となった提案者に対する技術提案書聴取会は、行
いません。
また、技術評価点は、0点となります。

⑷ 落札資格要件を満たさない場合は、開札の後に無効とし、落札者とはしません。
8 入札書提出の日時及び場所
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日時 平成26年2月18日（火）10時
場所 三重県津市大谷町12番地 三重県総合教育センター 2階 第3講義室
（再入札を行う場合） 別途通知します。
ただし、郵便により提出する場合は、一般書留又は簡易書留により、次に指定する郵便局に平成26年2月10

日（月）から同月17日（月）17時までの間に到着するよう、「局留郵便」として送付してください。
入札書には入札価格、入札者の住所及び氏名（法人にあっては法人の所在地、法人名及び代表者名。以下同

じです。）を記入してください。なお、入札者が外国業者の場合の記名及び押印は、署名をもって代えること
ができます。
入札者は、入札書を封筒に入れ封印し、入札者の住所、氏名、物件名等を表記してください。
封筒には、提出する「案件名」のほか、「局留めにする郵便局の郵便番号」、「住所」、「受取人」及び「津観

音寺郵便局留」とする旨を記載してください。
なお、入札書が、入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してください。
【指定する郵便局及び封筒宛名等記載例】
指定する郵便局の郵便番号：514－0062
指定する郵便局の住所：三重県津市観音寺町604－265
指定する郵便局（宛先）：津観音寺郵便局留
受取人：三重県教育委員会事務局 研修企画・支援課 研修総務班
案件名：三重県総合教育センター清掃業務委託 入札書在中
※ 入札書提出時には、入札金額内訳書の提出を要します。

提出を要する入札金額内訳書が次のいずれかに該当する者の入札については、三重県会計規則（平成18
年三重県規則第69号。以下「規則」といいます。）第71条第7号により無効とします。

ア 入札金額内訳書を提出しないもの
イ 入札金額内訳書の金額と入札額が一致していないもの
ウ 一括値引き又は減額の項目が計上されているもの
エ 記載すべき項目が欠けているもの

提出された入札金額内訳書は返却しません。なお、入札金額内訳書は契約上の権利及び義務を生じるもので
はありません。
また、入札金額内訳書の差し替え及び再提出は認めません。
なお、くじで落札候補者を決定する必要が生じた際に備え、入札書を郵送し、かつ、開札の立会いを希望し

ない場合は、委任状を同封してください。
9 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後、直ちに行います。
場所 8に同じです。
開札に立会いを希望される場合は、6⑴に記載する所属に、8で掲げる日時の1週間前までに連絡してくだ

さい。
10 入札方法等に関する事項
⑴ 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状を
提出してください。

⑵ 入札書の記載
入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当該金

額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額としますので、入札
者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の108
分の100に相当する金額を記載するものとします。

⑶ 入札保証金
入札保証金は、入札価格の100分の5以上の額とします。ただし、規則第67条第2項各号のいずれかに該

当する場合は、免除します。
⑷ 契約保証金

契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法（平成14年法律第154号）第
17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法（平成
11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者
（以下これらを「更生（再生）手続中の者」といいます。）のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に
係る認定を受けた者（会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画
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の認可が決定されるまでの者に限ります。）が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契
約金額の100分の30以上とします。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。ただし、規則第75

条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約保証
金を免除しません。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、

当該契約を履行した実績の有無を示す証明書を提出いただく場合があります。
⑸ 落札者の決定方法

落札者は、2（2）落札資格を満たす者のうち、本公告に示した業務を履行できると三重県教育委員会教
育長が判断した入札者であって、規則第65条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最も
高い評価点を得た者を落札者とします。入札者の評価点は、別記「落札者決定基準」の規定するところによ
り、算定します。
ただし、調査基準価格に満たない額による入札が行われ、その者が落札候補者となった場合は、落札決定

を保留し、低入札価格調査の実施後に落札者を決定します。
また、当該落札候補者は、指定期日までに関係書類一式を提出するとともに、後日実施される聴取調査を

受けなければなりません。
なお、その者が失格となった場合には、次順位者（次順位の落札候補者が低入札価格調査対象入札者の場

合に限ります。）へ同様の調査を実施するものとします。
この指定期日までに関係書類一式を提出しない等、低入札に係る調査に協力しない場合は、不誠実な行為

とみなし落札停止要綱に基づく資格停止を行うことがあります。
⑹ 入札の無効

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった
者並びに規則第71条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は、無効とし、また、無効の入札を行っ
た者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消します。

11 その他
⑴ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります。
⑵ 契約書作成の要否

要
⑶ 入札の中止
ア 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。
イ 入札者が1者になった場合は、入札を中止する場合があります。

⑷ 詳細は、入札説明書（仕様書）によります。
⑸ 落札者の技術提案書に記載された配置予定の業務関係者を契約時に配置しなければなりません。なお、契
約時に配置できない場合は、不誠実な行為とみなし落札停止要綱に基づく資格停止を行うことがあります。

⑹ 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし落札停止要綱に基づく資格停止を行うこと
があります。

⑺ 本件入札手続において政府調達協定に係る苦情の申立てがあり、三重県政府調達苦情検討委員会が契約締
結の停止等を要請した場合は、本件入札手続の停止等を行うことがあります。

12 期間の設定
⑴ 質疑応答の締切日時

平成26年1月9日（木）12時までに、6⑴に掲げる所属へ書面（ファクシミリ可）により質疑申請を行っ
てください。回答は、平成26年１月17日（金）までに入札等情報公開システムの「発注情報閲覧」画面で公
開します。

⑵ 競争入札参加資格確認申請書の提出締切日時
平成26年1月23日（木）12時までに競争入札参加資格確認申請書（第1号様式（その1））を、6⑴に掲

げる所属へ郵送、宅配便又は持参により提出してください。
結果通知は平成26年1月29日（水）までに行います。

⑶ 技術提案書等提出の日時及び方法等
参加資格の結果通知日の翌日から平成26年１月31日（金）15時までに、6⑴に掲げる所属へ、原則、郵送

で提出してください。郵送による場合は、一般書留又は簡易書留としてください。
また、郵送する場合は封筒等の外側に「三重県総合教育センター清掃業務委託提案書等在中」と記載して
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ください。
13 Summary
⑴ Subject Matter of the Contract：

Cleaning Service of Mie Prefectural Educational Center
⑵ Bid Submission Deadline：

Bids submitted by registered mail must be received at the appointed post office between 
Monday,February 10, 2014 and 5：00 P.M. on Monday, February 17, 2014.

⑶ Date and Time for the Open Bidding：
The meeting for the open bidding will begin promptly at 10：00 A.M. on Tuesday, February 18, 2014.

⑷ Managing Authority：
Mie Prefectural Educational Center
12 Ootani-chou, Tsu city, Mie, 514－0007, Japan
TEL：059－226－3513

別記「落札者決定基準」
提案書等の評価に当たり、提案内容を公平かつ客観的に評価し、最適な事業者を選定するために、入札価格の

評価（価格評価点）及び技術内容の評価（技術評価点…技術要件、企業要件及び全般）の観点で評価します。
基本的な考え方
落札者の決定に当たっては、本県にとって最適な事業者を選定するため、入札価格の評価に技術内容の評価を

加算する総合評価一般競争入札を採用し、総得点の最も高い入札者を落札候補者とし、当該落札候補者の落札資
格確認を行った後落札決定します。
1 入札価格の評価

入札価格が調査基準価格以下（入札価格≦調査基準価格）の場合は、入札価格に対する点数（以下「価格評
価点」といいます。）を、全ての入札価格について200点（満点）とします。
また、入札価格が調査基準価格を超える場合にあっては、次に示す計算式により算出します。
価格評価点＝200×（評価基準額－入札価格）／（評価基準額－調査基準価格）
※ 入札価格が予定価格を超えた場合は、落札候補者としません。
※ 価格は全て税抜きとします。

2 技術内容の評価
【別表】に基づき提案内容を審査し（聴取を含みます。）、技術評価点を算出します。

3 総合評価の方法及び落札候補者の決定方法
上記１及び2で評価した「価格評価点」及び「技術評価点」の合計点が最も高い入札者を落札候補者とします。

4 有効数字
「価格評価点」の算出は、1点未満を切捨てとします。
「技術評価点」の算出は、小数点第2位以下を切捨てとします。

5 合計点数の最も高い者が2以上あるとき（同点のとき。）の対応
⑴ 入札者それぞれの「価格評価点」と「技術評価点」が異なる場合

「技術評価点」が高い入札者を落札候補者とします。
⑵ 入札者それぞれの「価格評価点」と「技術評価点」が同じ場合
ア 「技術評価点」のうち、技術要件項目の評価点が異なる場合にあっては、技術要件項目の評価点が高い
入札者を落札候補者とします。

イ 技術要件項目の評価点においても同じ場合にあっては、「入札価格」が低い入札者を落札候補者とします。
ウ 技術要件項目の評価点においても同じ場合であって、さらに「入札価格」が同じ場合にあっては、当該
入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとします。

6 評価項目及び配点方法について
「価格評価点」と「技術評価点」の得点配分は1：1とし、「価格評価点」200点、「技術評価点」200点の計
400点満点とします。
評価項目毎の点数配分は【別表】のとおりです。

7 低入札価格調査制度について
調査基準価格に満たない額による入札が行われ、その者が落札候補者となった場合は、落札の決定を保留し、

低入札価格調査の実施後に落札者を決定します。
なお、その者が失格となった場合には、次順位者（次順位の落札候補者が低入札価格調査対象入札者の場合

に限ります。）へ同様の調査を実施するものとします。



教育公報 1681号
平成25年12月27日発行

9

【別表】

評価区分
評価項目 評価点

大項目 中項目 大項目 中項目
価格評価 価格要件 調査基準価格との比較 200 200

技術評価

技術要件

研修体制

130

18
履行体制及び品質保証取組 67
苦情処理 10
検査体制 20
顧客満足度向上への取組 15

企業要件
契約実績

40
10

従業員の雇用 15
地域社会貢献度 15

全般 業務全般の取組姿勢 30 30
合計 400 400

平成25年12月27日付け三重県公報号外に教育委員会関係条例等が次のように掲載されました。

公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

三 重 県 条 例 第 九 十 一 号

公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 八 条 中 「 規 定 す る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 給 料 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」

を 「 規 定 す る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 給 料 の 月 額 並 び に こ れ に 対 す る 地 域 手 当 及 び へ き 地 手 当 （ 第 十 七 条

の 十 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。 ） の 月 額 の 合 計 額 （ 第 十 七 条 の 九 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 合 計 額

か ら 給 料 の 月 額 に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 を 除 い た 額 ） 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 四 項 第 一 号 中 「 給 料 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 を 「 給 料 月 額 並 び に こ れ に 対 す

る 地 域 手 当 及 び へ き 地 手 当 （ 第 十 七 条 の 十 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。 ） の 月 額 の 合 計 額 （ 第 十 七 条 の 九 第 三 項 に

規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 合 計 額 か ら 給 料 月 額 に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 を 除 い た 額 ） 」 に 、 「 給 料 月 額 減 額 基

礎 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 を 「 給 料 月 額 減 額 基 礎 額 並 び に こ れ に 対 す る 地 域 手 当 及 び へ き

地 手 当 （ 第 十 七 条 の 十 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。 ） の 月 額 の 合 計 額 （ 第 十 七 条 の 九 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ

て は 、 当 該 合 計 額 か ら 給 料 月 額 減 額 基 礎 額 に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 を 除 い た 額 ） 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

三 重 県 条 例 第 九 十 二 号

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 八 条 」 を 「 第 八 条 の 三 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 給 料 の 日 額 」 を 「 退 職 の 日 に お け る そ の 者 の 給 料 の 日 額 」 に 、「 給 料 月 額 」 を 「 退 職 日 給 料 月 額 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 傷 病 と す る 。 」 の 下 に 「 以 下 こ の 項 、 」 を 加 え 、 「 第 五 条 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 五 条 第 一

項 第 三 号 」 に 改 め 、 「 に よ ら ず 」 の 下 に 「 、 か つ 、 第 八 条 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け な い で 」 を 加 え 、 「 を

含 む 」 を 「 及 び 傷 病 に よ ら ず 、 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に よ る 免 職 の 処 分 を
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受 け て 退 職 し た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 項 及 び 第 六 条 の 四 第 四 項 に お い て 「 自 己 都 合 等 退 職 者 」 と い う 」 に 、「 そ の 者 が 」

を 「 自 己 都 合 等 退 職 者 が 」 に 改 め る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 」 を 「 十 一 年 以 上 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 で あ つ て 、

次 に 掲 げ る も の 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 十 一 年 以 上 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し て 退 職 し た 者 （ 」

及 び 「 。 ） に 限 る 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し 、 勤 務 学 校 の 移 転 」

を 「 そ の 者 の 事 情 に よ ら な い で 引 き 続 い て 勤 続 す る こ と を 困 難 と す る 理 由 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同

項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 第 八 条 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け て 同 条 第 十 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 に 退 職 し た 者

第 四 条 第 二 項 中 「 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 」 を 「 前 項 に 掲 げ る 」 に 、 「 退 職 の 日 に お け る そ の 者 の 給 料

月 額 （ 以 下 「 退 職 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） 」 を 「 退 職 日 給 料 月 額 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 「 整 理 退 職 等 」 を 「 二 十 五 年 以 上 勤 続 後 の 定 年 退 職 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者 （ 同 法 第 二 十 八 条 の 三

第 一 項 の 期 限 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 の 到 来 に よ り 退 職 し た 者 を 含 む 。 ）

二 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 免 職 の 処 分 を 受 け て 退 職 し た 者

三 公 務 上 の 傷 病 又 は 死 亡 に よ り 退 職 し た 者

四 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 そ の 者 の 事 情 に よ ら な い で 引 き 続 い て 勤 続 す る こ と を 困 難 と す る 理 由 に よ り 、 県 委

員 会 の 定 め る 基 準 に 基 づ き 退 職 し た 者

五 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 第 八 条 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け て 同 条 第 十 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ

き 期 日 に 退 職 し た 者

第 五 条 第 二 項 中 「 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 」 を 「 前 項 に 掲 げ る 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 三 の 表 以 外 の 部 分 中 「 第 五 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 」 を 「 第 四 条 第 一 項

第 三 号 及 び 第 五 条 第 一 項 （ 第 一 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 」 に 、「 二 十 五 年 以 上 」 を 「 二 十 年 以 上 」 に 、「 十 年 」 を 「 十 五

年 」 に 改 め 、「 対 す る 」 の 下 に 「 第 四 条 第 二 項 、 」 を 加 え 、 同 条 の 表 読 み 替 え る 規 定 の 欄 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第

四 条 第 二 項 及 び 第 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 表 読 み 替 え る 字 句 の 欄 中 「 百 分 の 二 」 を 「 百 分 の 三 （ 退 職 の 日 に お い

て 定 め ら れ て い る そ の 者 に 係 る 定 年 と 退 職 の 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 に お け る そ の 者 の 年 齢 と の 差 に 相 当 す る 年 数

が 一 年 で あ る 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 二 ） 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 五 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 退 職 の 理 由 の 記 録 ）

第 五 条 の 五 県 委 員 会 は 、 第 四 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 五 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 者 の 退 職 の 理 由 に つ い て 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 記 録 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 条 の 三 の 表 読 み 替 え る 字 句 の 欄 中 「 百 分 の 二 」 を 「 百 分 の 三 （ 退 職 の 日 に お い て 定 め ら れ て い る そ の 者 に

係 る 定 年 と 退 職 の 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 に お け る そ の 者 の 年 齢 と の 差 に 相 当 す る 年 数 が 一 年 で あ る 職 員 に あ つ て

は 、 百 分 の 二 ） 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 四 第 四 項 第 一 号 中 「 自 己 都 合 退 職 者 （ 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 傷 病 又 は 死 亡 に よ ら ず に そ の 者 の 都 合

に よ り 退 職 し た 者 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 「 自 己 都 合 等 退 職 者 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 か ら 第 五 号

ま で の 規 定 中 「 自 己 都 合 退 職 者 」 を 「 自 己 都 合 等 退 職 者 」 に 改 め る 。

第 二 章 中 第 八 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 定 年 前 に 退 職 す る 意 思 を 有 す る 職 員 の 募 集 等 ）

第 八 条 の 三 県 委 員 会 は 、 定 年 前 に 退 職 す る 意 思 を 有 す る 職 員 の 募 集 で あ つ て 、 職 員 の 年 齢 別 構 成 の 適 正 化 を 図

る こ と を 目 的 と し 、 定 年 か ら 十 五 年 を 減 じ た 年 齢 以 上 の 年 齢 で あ る 職 員 を 対 象 と す る も の を 行 う こ と が で き る 。

２ 県 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 募 集 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 募 集 」 と い う 。 ） を 行 う に 当 た つ て は 、 当

該 募 集 に 関 し 次 に 掲 げ る 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 要 項 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 募 集 実 施 要 項 」 と い う 。 ） を 当 該

募 集 の 対 象 と な る べ き 職 員 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。

一 第 八 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 場 合 に 退 職 す べ き 期 日 又 は 期 間

二 募 集 の 期 間

三 募 集 の 対 象 と な る べ き 職 員 の 範 囲

四 第 六 項 の 規 定 に よ る 応 募 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 応 募 」 と い う 。 ） 又 は 応 募 の 取 下 げ に 係 る 手 続

五 第 九 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 予 定 時 期

六 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項

３ 県 委 員 会 は 、 募 集 実 施 要 項 に 募 集 の 期 間 を 記 載 す る と き は 、 そ の 開 始 及 び 終 了 の 年 月 日 時 を 明 ら か に し て し

な け れ ば な ら な い 。
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４ 県 委 員 会 は 、 募 集 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 募 集 の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

５ 県 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 募 集 の 期 間 を 延 長 し た 場 合 に は 、 直 ち に そ の 旨 及 び 延 長 後 の 募 集 の 期 間 の 終

了 の 年 月 日 時 を 当 該 募 集 の 対 象 と な る べ き 職 員 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。

６ 次 に 掲 げ る 者 以 外 の 職 員 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 募 集 の 期 間 中 い つ で も 応 募 し 、 第 十 三 項 第 三 号 に

規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 が 到 来 す る ま で の 間 い つ で も 応 募 の 取 下 げ を 行 う こ と が で き る 。

一 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る 者

二 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員

三 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 又 は 同 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 間 の 末 日 が 到 来 す る ま で に 定 年

に 達 す る 者

四 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 管 理 又 は 監 督 に 係 る 職 務 を 怠 つ た 場 合 に お け る 処 分 で 規

則 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 処 分 を 募 集 の 開 始 の 日 に お い て 受 け て い る 者 又 は 募 集 の 期 間 中

に 受 け た 者

７ 前 項 の 規 定 に よ る 応 募 又 は 応 募 の 取 下 げ は 職 員 の 自 発 的 な 意 思 に 委 ね ら れ る も の で あ つ て 、 県 委 員 会 は 職 員

に 対 し こ れ ら を 強 制 し て は な ら な い 。

８ 県 委 員 会 は 、 応 募 を し た 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 応 募 者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 を 除 き 、 応 募 に よ る 退 職 が 予 定 さ れ て い る 職 員 で あ る 旨 の 認 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 認 定 」

と い う 。 ） を す る も の と す る 。

一 応 募 が 募 集 実 施 要 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に 適 合 し な い 場 合

二 応 募 者 が 応 募 を し た 後 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 第 六 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 処 分

を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 処 分 を 受 け た 場 合

三 応 募 者 が 前 号 に 規 定 す る 処 分 を 受 け る べ き 行 為 （ 在 職 期 間 中 の 応 募 者 の 非 違 に 当 た る 行 為 で あ つ て 、 そ の

非 違 の 内 容 及 び 程 度 に 照 ら し て 当 該 処 分 に 値 す る こ と が 明 ら か な も の を い う 。 ） を し た こ と を 疑 う に 足 り る

相 当 な 理 由 が あ る 場 合 そ の 他 応 募 者 に 対 し 認 定 を 行 う こ と が 公 務 に 対 す る 信 頼 を 確 保 す る 上 で 支 障 を 生 ず る

と 認 め る 場 合

四 応 募 者 を 引 き 続 き 職 務 に 従 事 さ せ る こ と が 公 務 の 能 率 的 運 営 を 確 保 し 、 又 は 長 期 的 な 人 事 管 理 を 計 画 的 に

推 進 す る た め に 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合

９ 県 委 員 会 は 、 認 定 を し 、 又 は し な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨

（ 認 定 を し な い 旨 の 決 定 を し た 場 合 に お い て は そ の 理 由 を 含 む 。 ） を 応 募 者 に 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

10 県 委 員 会 が 募 集 実 施 要 項 に お い て 退 職 す べ き 期 間 を 記 載 し た 場 合 に は 、 認 定 を 行 つ た 後 遅 滞 な く 、 当 該 期 間

内 の い ず れ か の 日 か ら 退 職 す べ き 期 日 を 定 め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 を し た 旨 を

通 知 し た 応 募 者 に 当 該 期 日 を 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

11 県 委 員 会 は 、 認 定 を 行 つ た 後 に 生 じ た 事 情 に 鑑 み 、 認 定 を 受 け た 応 募 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 認 定 応 募 者 」

と い う 。 ） が 第 十 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 退 職 す べ き 期 日 」 と

い う 。 ） に 退 職 す る こ と に よ り 公 務 の 能 率 的 運 営 の 確 保 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す こ と と な る と 認 め る 場 合 に お い

て 、 当 該 認 定 応 募 者 に そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 明 示 し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 退 職 す べ き 期 日 の 繰 上 げ 又

は 繰 下 げ に つ い て 当 該 認 定 応 募 者 の 書 面 に よ る 同 意 を 得 た と き は 、 公 務 の 能 率 的 運 営 を 確 保 す る た め に 必 要 な

限 度 で 、 退 職 す べ き 期 日 を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰 り 下 げ る こ と が で き る 。

12 県 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 退 職 す べ き 期 日 を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰 り 下 げ た 場 合 に は 、 直 ち に 、 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 新 た に 定 め た 退 職 す べ き 期 日 を 当 該 認 定 応 募 者 に 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

13 認 定 応 募 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 認 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。

一 第 十 二 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。

二 第 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 支 給 し な い 場 合 に 該 当 す る に 至 つ た と き 。

三 募 集 実 施 要 項 に 記 載 さ れ た 退 職 す べ き 期 日 若 し く は 第 十 項 若 し く は 前 項 の 規 定 に よ り 通 知 さ れ た 退 職 す べ

き 期 日 が 到 来 す る ま で に 退 職 し 、 又 は こ れ ら の 期 日 に 退 職 し な か つ た と き （ 前 二 号 に 掲 げ る と き を 除 く 。 ） 。

四 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 懲 戒 免 職 の 処 分 及 び 第 六 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 処 分 を

除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 処 分 を 受 け た と き 。

五 第 六 項 の 規 定 に よ り 応 募 の 取 下 げ を 行 つ た と き 。

14 県 委 員 会 は 、 こ の 条 の 規 定 に よ る 募 集 及 び 認 定 に つ い て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 募 集 実 施 要 項 及 び 認

定 応 募 者 の 数 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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三 重 県 立 美 術 館 条 例 及 び 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

三 重 県 条 例 第 九 十 三 号

三 重 県 立 美 術 館 条 例 及 び 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 三 重 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 三 重 県 立 美 術 館 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

 「 「

別 表 第 一 中

小 学 生 、 中 学 生 及 び こ れ

ら に 準 ず る 者

を

小 学 生 、 中 学 生 、 高 校 生

及 び こ れ ら に 準 ず る 者

に 、

 」  」

 「 「

高 校 生 、 大 学 生 及 び こ れ

ら に 準 ず る 者

を

大 学 生 及 び こ れ に 準 ず る

者

に 改 め る 。

 」  」

（ 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 （ 平 成 元 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

 「 「

別 表 第 一 中

小 学 生 、 中 学 生 及 び こ れ

ら に 準 ず る 者

を

小 学 生 、 中 学 生 、 高 校 生

及 び こ れ ら に 準 ず る 者

に 、

 」  」
 「 「

高 校 生 、 大 学 生 及 び こ れ

ら に 準 ず る 者

を

大 学 生 及 び こ れ に 準 ず る

者

に 改 め る 。

 」  」

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第

十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。
平 成 二 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 飯 田 俊 司

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 岩 﨑 恭 典

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則
第 三 号

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

に 改 正 す る 。

第 三 条 及 び 第 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 条 及 び 第 四 条 削 除

第 四 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 退 職 理 由 記 録 の 記 載 事 項 等 ）

第 四 条 の 二 の 二 条 例 第 五 条 の 五 の 規 定 に よ り 作 成 す る 退 職 の 理 由 の 記 録 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 退 職 理 由 記 録 」
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と い う 。 ） に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

一 作 成 年 月 日

二 氏 名 及 び 生 年 月 日

三 退 職 の 日 に お け る 所 属 及 び 職 名

四 勤 続 期 間 並 び に 採 用 年 月 日 及 び 退 職 年 月 日

五 退 職 の 理 由 及 び 当 該 退 職 の 理 由 に 該 当 す る に 至 つ た 経 緯

六 作 成 者 の 職 名 及 び 氏 名

２ 退 職 理 由 記 録 の 様 式 は 、 退 職 の 理 由 の 記 録 （ 第 一 号 様 式 ） と す る 。

３ 退 職 理 由 記 録 に は 、 職 員 が 提 出 し た 辞 職 の 申 出 の 書 面 の 写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

４ 退 職 理 由 記 録 は 、 職 員 の 退 職 後 速 や か に 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

５ 退 職 理 由 記 録 は 、 県 委 員 会 が そ の 作 成 の 日 か ら 五 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

第 九 条 の 次 に 次 の 八 条 を 加 え る 。

（ 募 集 実 施 要 項 の 記 載 事 項 ）

第 九 条 の 二 条 例 第 八 条 の 三 第 二 項 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

一 条 例 第 八 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に よ り 募 集 の 期 間 を 延 長 す る と き は 、 そ の 旨

二 条 例 第 八 条 の 三 第 六 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 応 募 を す る こ と は で き な い 旨

三 条 例 第 八 条 の 三 第 八 項 の 規 定 に よ る 認 定 （ 第 九 条 の 五 、 第 九 条 の 九 及 び 第 十 条 の 二 に お い て 単 に 「 認 定 」

と い う 。 ） を 行 つ た 後 遅 滞 な く 、 退 職 す べ き 期 間 内 の い ず れ か の 日 か ら 退 職 す べ き 期 日 を 定 め 、 条 例 第 八 条

の 三 第 十 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 第 九 条 の 六 に お い て 「 第 十 項 通 知 」 と い う 。 ） を 行 う こ と と な る 旨 （ 条 例 第

八 条 の 二 第 二 項 の 募 集 実 施 要 項 に 退 職 す べ き 期 間 を 記 載 し た 場 合 に 限 る 。 ）

四 条 例 第 八 条 の 三 第 八 項 の 規 定 に よ り 認 定 を し な い 旨 の 決 定 を す る 場 合 が あ る 旨

五 条 例 第 八 条 の 三 第 十 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 す べ き 期 日 を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰 り 下 げ る と き は 、 そ の 旨

（ 応 募 及 び 応 募 の 取 下 げ の 様 式 ）

第 九 条 の 三 条 例 第 八 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ る 応 募 は 、 早 期 退 職 希 望 者 の 募 集 に 係 る 応 募 申 請 書 （ 第 一 号 様 式

の 二 ） に よ る も の と す る 。

２ 条 例 第 八 条 の 三 第 六 項 の 規 定 に よ る 応 募 の 取 下 げ は 、 早 期 退 職 希 望 者 の 募 集 に 係 る 応 募 取 下 げ 申 請 書 （ 第 一

号 様 式 の 三 ） に よ る も の と す る 。

（ 条 例 第 八 条 の 三 第 六 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る も の ）

第 九 条 の 四 条 例 第 八 条 の 三 第 六 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る も の は 、 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ ら な い で 管 理 又 は 監

督 に 係 る 職 務 を 怠 つ た 場 合 に お け る 懲 戒 処 分 と す る 。

（ 認 定 を し 、 又 は し な い 旨 の 決 定 の 通 知 の 様 式 ）

第 九 条 の 五 条 例 第 八 条 の 三 第 九 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ

る も の と す る 。

一 認 定 を す る 旨 の 決 定 を し た と き 認 定 通 知 書 （ 第 一 号 様 式 の 四 ）

二 認 定 を し な い 旨 の 決 定 を し た と き 不 認 定 通 知 書 （ 第 一 号 様 式 の 五 ）

（ 退 職 す べ き 期 日 の 通 知 の 様 式 ）

第 九 条 の 六 第 十 項 通 知 は 、 退 職 す べ き 期 日 の 決 定 通 知 書 （ 第 一 号 様 式 の 六 ） に よ る も の と す る 。 た だ し 、 前 条

第 一 号 の 認 定 通 知 書 に よ り 第 十 項 通 知 を 併 せ て 行 つ た 場 合 は 、 退 職 す べ き 期 日 の 決 定 通 知 書 を 省 略 す る こ と が

で き る 。

（ 退 職 す べ き 期 日 の 繰 上 げ 又 は 繰 下 げ に 係 る 同 意 の 様 式 ）

第 九 条 の 七 条 例 第 八 条 の 三 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 同 意 は 、 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に

よ る も の と す る 。

一 退 職 す べ き 期 日 を 繰 り 上 げ る と き 退 職 す べ き 期 日 の 繰 上 げ 同 意 書 （ 第 一 号 様 式 の 七 ）

二 退 職 す べ き 期 日 を 繰 り 下 げ る と き 退 職 す べ き 期 日 の 繰 下 げ 同 意 書 （ 第 一 号 様 式 の 八 ）

（ 新 た に 定 め た 退 職 す べ き 期 日 の 通 知 の 様 式 ）

第 九 条 の 八 条 例 第 八 条 の 三 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 新 た に 定 め た 退 職 す べ き 期 日 の 通 知 は 、 退 職 す べ き 期 日 の 変

更 通 知 書 （ 第 一 号 様 式 の 九 ） に よ る も の と す る 。

（ 募 集 実 施 要 項 及 び 認 定 応 募 者 数 の 公 表 ）

第 九 条 の 九 条 例 第 八 条 の 三 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 毎 年 度 四 月 末 日 ま で に 、 前 年 度 に 認 定 を 受 け た 応 募

者 の 数 及 び 当 該 認 定 に 係 る 募 集 実 施 要 項 に つ い て 行 う も の と す る 。

第 十 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 一 年 未 満 の 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ 、 又 は 任 用 さ れ る 職 員 に あ つ て は 、 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を
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第1号様式（第4条の2の2関係）
（表面）

（裏面）
備考
1 退職の理由の記録の記入要領は、次のとおりとする。
⑴ 「作成年月日」欄は、退職の理由の記録を作成した日を記入する。
⑵ 「氏名」欄は、職員の氏名を記入する。
⑶ 「所属」欄は、退職時の所属名を記入する。
⑷ 「職名」欄は、退職時の職名を記入する。
⑸ 「勤続期間」欄は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間（月単位までとし、一月未満の端数は切り捨て
る。）を記入する。

⑹ 「採用年月日」欄及び「退職年月日」欄は、退職手当の算定の基礎となる在職期間に係る採用年月日及び
退職年月日を記入する。

⑺ 「退職の理由」欄は、職員が公立学校職員の退職手当に関する条例第4条第1項第2号又は第5条第1項

退職の理由の記録

作成年月日 年 月 日

氏 名 生年月日 年 月 日

退 職 の 日
に お け る
所 属

職 名

勤 続 期 間 年 月
採用年月日 退職年月日

年 月 日 年 月 日

退 職 の 理 由 公立学校職員の退職手当に関する条例第 条第 項第 号に該当

当該退職の理
由に該当する
に至つた経緯

作 成 者 の 職
名、氏名及び印

（Ａ列4版）

省 略 す る こ と が で き る 。

第 十 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 一 号 様 式 」 を 「 第 一 号 様 式 の 十 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 、 条 例 第 五 条 第 一 項 第 二

号 」 を 「 及 び 条 例 第 五 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、 「 及 び 第 三 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 」 を 削 り 、 「 明 か 」

を 「 明 ら か 」 に 改 め 、 「 （ 第 三 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 に つ い て は 、 こ れ に 準 ず る も の ） 」 及 び 「 （ 第 三

条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 に つ い て は 、 こ れ に 準 ず る も の 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 第 六 号 及 び 第 七 号 を 次 の よ

う に 改 め る 。

六 及 び 七 削 除

第 十 条 の 二 中 第 一 号 及 び 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 一 号 と し 、 第 四 号 を 第 二 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加

え る 。
三 条 例 第 四 条 第 一 項 第 二 号 又 は 条 例 第 五 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 者

四 条 例 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 者

第 十 条 の 二 第 五 号 及 び 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

五 認 定 を 受 け て 条 例 第 八 条 の 三 第 十 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 に 退 職 し た 者

六 公 務 上 の 傷 病 に よ り 退 職 し た 者

第 一 号 様 式 を 第 一 号 様 式 の 十 と し 、 第 一 号 様 式 か ら 第 一 号 様 式 の 九 ま で と し て 次 の 九 様 式 を 加 え る 。
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第4号のいずれかの該当する条項を記入する。
⑻ 「当該退職の理由に該当するに至つた経緯」欄は、当該退職の理由に該当するに至つた経緯その他の事務
の都合の具体的な内容を記入する。

⑼ 「作成者の職名、氏名及び印」欄は、退職の理由の記録を作成した者の職名及び氏名を記入した上、押印
する。

2 その者の都合による退職と職員の配置等の事務の都合による退職とを明確に区分するため、第4条の2の2
第3項に規定する辞職の申出の書面については、職員の配置等の事務の都合による退職である旨が明確となる
よう記載すること。

第1号様式の2（第9条の3関係）

早期退職希望者の募集に係る応募申請書

応募年月日 年 月 日
三重県教育委員会 宛て

応 募 者 ㊞

私は、公立学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第6項の規定により、この度の早期退職希望者の募集に
応募をします。

備考
1 年 月 日現在で記入すること。
2 備考欄には退職希望日を記入すること。

※三重県教育委員会記入欄

ふりがな
氏 名

所 属
職 名

級号給 給料表 [ ] 級 号給
生年月日 年 月 日 年 齢 歳
備考欄

受理年月日 年 月 日 受理番号
（Ａ列4版）

第1号様式の3（第9条の3関係）

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書

取下げ年月日 年 月 日
三重県教育委員会 宛て

取下げ申請者 ㊞

私は、公立学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第6項の規定により、早期退職希望者の募集に係る応募
を取り下げます。

1 取下げ申請者について
ふりがな
氏 名

所 属
職 名

2 認定について
認定通知書に記載された
認定年月日 年 月 日

退職すべき期日又は期間
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第1号様式の4（第9条の5関係）

認定通知書

認定年月日 年 月 日
様

三重県教育委員会 印

あなたから 年 月 日付けで申請のあつた早期退職希望者の募集に係る応募については、公立
学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第8項の規定により認定の決定をしましたので、同条第9項の規定
により通知します。

備考 「1 退職すべき期日又は期間」欄には、募集実施要項に退職すべき期日を記載した場合にあつては当該
期日を、退職すべき期間を記載した場合にあつては当該期間内の期間又は期日を記入すること。

（Ａ列4版）

1 退職すべき期日又は期間

2 備考

第1号様式の5（第9条の5関係）

不認定通知書

年 月 日
様

三重県教育委員会 印

あなたから 年 月 日付けで申請のあつた早期退職希望者の募集に係る応募については、公立
学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第8項の規定により認定をしない旨の決定をしましたので、同条第
9項の規定によりその理由を付して通知します。

不認定の理由

（Ａ列4版）

備考 「2 認定について」欄は、取下げ時点において認定を受けている場合に記入すること。また、このうち「退
職すべき期日又は期間」欄には、取下げ時点において退職すべき期日が既に通知されている場合はその期日
を、それ以外の場合は退職すべき期間を記入すること。

※三重県教育委員会記入欄

受理年月日 年 月 日
応募申請書
の受理番号

（Ａ列4版）
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第1号様式の6（第9条の6関係）

退職すべき期日の決定通知書

年 月 日
様

三重県教育委員会 印

あなたの退職すべき期日については、 年 月 日と決定しましたので、公立学校職員の退職手
当に関する条例第8条の3第10項の規定により、通知します。

（Ａ列4版）

第1号様式の7（第9条の7関係）

退職すべき期日の繰上げ同意書

年 月 日
三重県教育委員会 宛て

氏名 ㊞

私は、公立学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第11項の規定により、下記の退職すべき期日を繰り上げ
ることに同意します。

記

備考 「認定年月日」欄には、認定通知書（第1号様式の4）に記載されている認定年月日を記入すること。
（Ａ列4版）

既に通知した
退職すべき期日 年 月 日

認定年月日 年 月 日

第1号様式の8（第9条の7関係）

退職すべき期日の繰下げ同意書

年 月 日
三重県教育委員会 宛て

氏名 ㊞

私は、公立学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第11項の規定により、下記の退職すべき期日を繰り下
げることに同意します。

記

備考 「認定年月日」欄には、認定通知書（第1号様式の4）に記載されている認定年月日を記入すること。
（Ａ列4版）

既に通知した
退職すべき期日 年 月 日

認定年月日 年 月 日
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第1号様式の9（第9条の8関係）

退職すべき期日の変更通知書

年 月 日
様

三重県教育委員会 印

あなたの退職すべき期日は、公立学校職員の退職手当に関する条例第8条の3第11項の規定により下記のとお
り変更することとしましたので、同条第12項の規定により通知します。

記

備考 「変更同意日」は、提出された退職すべき期日の繰上げ同意書（第1号様式の7）又は退職すべき期日の
繰下げ同意書（第1号様式の8）の提出された年月日を記入すること。

（Ａ列4版）

退職すべき期日
変更前 年 月 日
変更後 年 月 日

変更同意日 年 月 日

第 九 号 様 式 中 「別紙のとおり 」 を 削 り 、 「三重県教育委員会様 」 を 「三重県教育委員会 宛て 」 に 改 め 、 同 様

式 の 別 紙 を 削 る 。

第 十 一 号 様 式 の 二 中

「

を
」

「

」

「別紙のとおり 」 を 削 り 、 同 様 式 の 別 紙 を 削 る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 規 則 の 施 行 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式

に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

本 籍 地
退 職 年 月 日 年 月 日

退 職 年 月 日 年 月 日 に 改 め 、
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